
補足説明
　※共同企業体の構成員の一部が他の工事で応募する場合は、その他の構成員は、共同企業体による
　　工事で応募できる。
　　この共同企業体の工事が選考された場合、応募した構成員（企業・技術者）を表彰することとする。

高知県優良建設工事施工者表彰　実施要領の補足説明について

高知県土木部技術管理課

実施要領　

第４．表彰への応募　

（３）応募の件数

 　1企業、1件（応募件数には、共同企業体の構成員分も含む。）とする。 　

①単独Ａ

②単独Ａ

③単独Ａ

④ＪＶ工事Ａ・Ｂ

Ａ社の80点以上の工事
4件

Ｂ社の80点以上の工事
1件
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Ａ社は、４件の中

から1件を選定する
ことができる

③単独Ａを応募

Ａ社が④ＪＶ工事以外の工事を応募する

場合には、Ｂ社は単独で④ＪＶ工事を応

募することができる

Ａ社はこの時点で④ＪＶ工事の応募・表彰

を受ける権利は消滅する

④ＪＶ工事が選考された場合は、Ｂ社とＢ社の技

術者のみを表彰することとする

事　例

③工事が選考された場合

は、Ａ社とＡ社の技術者を

表彰することとする
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